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株式会社整理回収機構

広報担当者様

＜川治温泉「湯けむりの里　柏屋」に関するお問い合わせ＞

２００７年４月１３日

朝日新聞社　週刊朝日編集部

記者　佐藤秀男

　いつもお世話になっております。

御社が破産手続きを申し立てた栃木県日光市の川治温泉「湯けむりの里　柏屋」の事案に

つきまして、いくつかお尋ねしたい件がございますので、ご検討のうえ、期日までに御回

答いただきますようお願い致します。なお御回答は、一括してお答えいただくのではなく、

個別の質問に沿ってお答え願います。

質問は以下の通りです。

①　２月２１日、御社×××××××××××××や××××××××ら６人が、保全管

理人補助者らとともに総勢約２０人で「柏屋」を訪れ、事前の予約をしていないのに

宿泊用の部屋を用意するようホテル側に要請し、「花見亭」 に宿泊しました。当日、

柏屋に宿泊をした理由、目的は何でしょうか。

② ６人の職員の方々は、 「花見亭」の正規料金が１人当たり１６８５０円（１室４人で

宿泊の場合、料金１６０００円、消費税７００円、入湯税１５０円）なのに対し、そ

れぞれ１万円で宿泊されています。割引料金で支払いを済ませた理由は何ですか。

③ 翌２２日、チェックアウトの際に６人の職員の方々は、ホテル側にそれぞれ個人名で

領収書を切るよう要請し、１万円と書かれた領収書を切らせました。但し書きは何も

ありません。仮に業務として宿泊したのならば、当然、ＲＣＣ宛てとすべきなのに、

個人名で領収書を切らせた理由は何ですか。

④ 総勢２０人の一行は、宿泊時に冷蔵庫のビールを計１０本、水割りウイスキー１杯を

お飲みになり、その支払いは宿泊費同様、正規料金の２割引で済ませています。正規

料金を払わなかった理由は何ですか。アルコールを飲まれたのは、私用で宿泊された

からですか。

⑤ 上に掲げたダンピング価格による宿泊及び飲酒行為は、整理回収機構のメンバーが債
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権者の地位を利用して債務者のホテルを個人的に利用し、規定の料金を支払わずに宿

泊したケースと判断せざるを得ません。この点について、整理回収機構としてのご見

解をお聞かせ下さい。

⑥ そもそも、整理回収機構の倫理規定は、債権回収に関する利害関係者（債務者）が運

営する宿泊施設の利用を禁じており、宇都宮支店の６人が柏屋に宿泊した行為は、明

らかに倫理規定に反する行為です。この点についてご見解をお聞かせ下さい。今後、

当該の６人に対して何らかの処分をするつもりはありますか。その場合、どのような

処分を予定されていますか。今後、正規料金とダンピング料金の差額の扱いについて、

どうされるおつもりですか。

⑦ 柏屋ホテルの債権回収にあたっては、事業再生を前提とした破産という回収の進め方

に、長年柏屋と取引を続けていた地元の納入業者などから強い批判の声があがってい

るのはご承知の通りですが、この点を整理回収機構としてどのように受け止めていま

すか。ご見解をお聞かせ下さい。

⑧ 前に記したとおり、債権回収の進め方に対して批判があがっている最中に、整理回収

機構の職員らが当該ホテルに「ダンピング料金」で宿泊されたことは、問題ではない

でしょうか。改めてご見解をお聞かせ下さい。

質問は以上です。

なお以上のやりとりは近く弊誌にて紹介させていただく予定ですので、ご多忙の折、誠

に恐縮ですが、１６日（月）午後３時　までにご回答いただきますよう、よろしくお願

い致します。


